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１．中小企業団体中央会の組織概要

1

➢ 日本の経済社会の基盤を形成している中小企業の振興・
発展を図るため、それら中小企業団体への支援を通じて

「連携の架け橋」となることを目指し、様々な活動を展開。

➢ 中小企業の健全な発展を図るために、組織化指導をはじ

めとする各種支援、施策の実施のほか、中小企業及び組

合等を取り巻く諸問題の解決のため、建議・陳情等、様々
な政策提言活動を行う。

➢ 中小企業者が相互にその経営資源を補完することに資す
るため、中小企業者の交流又は連携の推進、中小企業

者の事業の共同化のための組織の整備、中小企業者が

共同して行う事業の助成など、中小企業組合及びその他
の中小企業連携組織並びに都道府県中央会の健全な

発達を図るために必要な事業を行い、併せて中小企業の

振興に必要な事業を行う。

➢ 組合等の連携組織を通じて中小企業の経営の合理化、

新製品・新技術の開発、情報化の推進等の支援、創業
の促進、その他業界の安定と中小企業を取り巻く環境を

改善するための方策の確立に全力を傾注している。
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２．さまざまな協同組合の数

2

一般社団法人 日本協同組合連携機構（ＪＣＡ）
「2022（令和 4）事業年度版 協同組合統計表」（R7.３）に基づいて作成（単位組合数）
（※信用組合を「中小企業組合」に算入して表示）

中小企業組合
８７．８％

中小企業組合以外
合計数：4,804

34,597

1,670 

1,093 
828 1,213

中小企業組合 水産業協同組合 農協 生協 その他

事業協同組合とは・・・

中小企業者が個々では対応できない課題に対して、相互扶助の精神に基づき協同して事業を

行うことにより、経営上の諸問題を解決し、経営の合理化や経済的地位の改善・向上を図ることを

目的とする組合。

４人以上の中小企業者によって設立でき、共同事業を通じて組合員が行う事業を補完・支援

するための事業を実施。中小企業の組合制度のなかでも代表的な存在で、広く中小企業者に利

用されている。同業種の事業者で組織する組合が大半だが、異業種の事業者で組織する組合も

数多く、それぞれの組合員が保有する技術、経営のノウハウ等を出し合いながら活動している。

中小企業組合のうち、約８割が事業協同組合
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保険代理店業務
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その他

N=1,912(MA)
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保険代理店業務
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N=1,912(MA／3つまで)

３．組合が実施中の事業・今後取り組みたい事業（全国中央会／R6協同組合等実態調査）

集約化・効率化が見込める事業の取組みを拡げていきたいとする組合が多くみられる。

コスト低減
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４．さまざまな組合取組み事例①（行政との連携）

あおもり遺品整理協同組合（青森県）

➢ 高齢者等の単身世帯数が増加するなか、孤独死による遺族の遺品整理に係る
負担軽減・生前整理など、多様化する「終活」ニーズへの対応のため、清掃業
及びリサイクル業等の事業者9社で設立。行政機関と連携協定を締結するなど、
社会的な認知度向上による受注拡大を図っている。

➢ 組合が窓口となり依頼を受けた遺品整理の業務を各地域の組合員に配分する
共同受注で、県内ほぼ全域で対応可能な体制。遺品整理の円滑化が図られ、
貸家や貸間として使用できない期間が短縮されることから、遺族や貸主側にも
着実に組合事業の取組みが浸透し始めている。

➢ 各組合員が一般廃棄物処理・産業廃棄物処理・古物商等の許可を得ている
ため、顧客の要望に沿いつつ法令に則った適確な対応が可能であり、最も重視
している依頼主に寄り添った適時適切なヒアリングが、組合事業の質の向上につ
ながっている。

➢ 共同受注の問い合わせの大半は組合ホームページ経由のため、高い頻度で更
新・情報発信を行っているが、更なる集客に向けて、SNS活用によるホームペー
ジ誘導についての勉強会を実施。

➢ 社会的な課題の解決といった公的セクターを補完する事業を実施していること
で、行政等からの高い信頼により事業拡大が図られている。

（出典）全国中央会
先進組合事例抄録（2025.2）

▲利用者にわかりやすいHP
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４．さまざまな組合取組み事例②（共同化・効率化）

➢ 木材価格の低迷や就業者の高齢化などを背景に、
長年、基幹産業として住民生活を支えてきた林業従
事者が減少するなか、地元製材業者らが共同製材
工場の設置を目的とした協同組合を設立。強いリー
ダーシップを有する地元製材業者の代表者が音頭
を取る形で、代表理事を務めた。

➢ 設立から2年後に共同製材工場を完成させ、最大歩
留まりを自動解析できる製材機を導入したほか、加工
機と搬送装置をオートメーション化することなどにより省
力化・効率化の実現に成功。伐り出したスギやヒノキ
は、原木のまま出荷するのではなく角材や板に加工さ
れ、輸送コストを削減することも可能となった。

➢ 地域経済活性化の観点では、工場新設に伴い、新
たな雇用も創出している。

➢ 価格競争とは一線を画し、高品質にこだわる代表理
事の戦略が「選ばれる製材所」として顧客の信頼を勝
ち取っている。

製材業（長崎県）

➢ 共同車検整備施設（民間車検場）を運営する組
合がオンライン予約システムを開発。

➢ 従来、工場の車検予約は、アナログな方法で管理し
ており、組合員間の情報共有が難しく、予約が土日に
集中。組合工場で対応可能な台数を超過してしまっ
た場合、組合員に車検作業員の出役応援要請をせ
ざるをえず利益率が低下、日によって繁閑差があること
で稼働率の低下も招き、職員の超過勤務も慢性化し
ていた。

➢ 各組合員の営業担当者がオンライン上で予約状況を
確認できるようになったことで、空いている日への入庫
誘導が可能になり、予約の集中を防ぐことで工場稼働
率を最適化、応援要請の削減や収益改善を実現。

➢ 効率の良い入庫が促進され、納車時間も短縮、新規
顧客へのアプローチもしやすくなり受注が増加、組合
職員や組合員従業員の残業時間削減にもつながっ
た。

自動車整備業（滋賀県）
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４．さまざまな組合取組み事例③（共同化・効率化）

➢ 組合員が防火内装の工事を行う際、防火や防炎の
性能を示すラベル表示が義務付けられており、組合が
事務局となりラベルの発給。ラベルの申請は所定の書
類に手書きで行われるため現場作業に追われる組合
員の申請書類作成、それを受け付ける組合の事務負
担はそれぞれ大きく、改善は組合員・組合に共通する
課題であった。

➢ 神奈川中央会の支援により、助成金を活用したラベ
ル業務の電子化に取組むことを決断。ベンダーに対す
る組合業務の説明に難しさがあったところ、組合業務
を熟知した中央会指導員が通訳を担うなど、伴走支
援を行った。

➢ ラベル申請の電子化により、組合員は手書きの事務
作業から解放され、「手書きによる書き間違いが無く
なった」「事務所に戻る必要がなくった」などの声。

➢ 関東圏の５つの組合によるラベルネットワークを構築し、
連携体で取り組み、システムをデファクト・スタンダー
ド化することでコスト低減。

室内装飾業（神奈川県）
➢ 神奈川県内の小中学校に対して学校給食用牛乳
（学乳）を納入。受発注はFAXや口頭で行われ、
紙から自社システムへの転記作業など業務の負担が
非常に大きく、業務改善は組合員共通の課題だった。

➢ 受発注のシステム化にあたり現場で業務にあたる担
当者の意見を組み上げて設計、開発ベンダー担当者
には現場業務のヒアリングに同行してもらうなどの工夫。

➢ 県内関係者の協議会では、県学校給食会や県の畜
産課が意見を交換し合う場が設けられ、システム化の

➢ 取組みについても理解を得た。
➢ 開発過程で、システムを実際に利用する各学校の教
員・栄養士の方々に対してデモを実施。発注者目線
での意見や提案をシステム開発に反映させた。

➢ 運用当初の懸念として、従来のやり方から切り替えが
できない発注者（学校）が一定数出てしまうことを想
定し、各組合員が学校側をフォロー。運用開始年度
の一学期の終わりには問い合わせもほとんどなくなった。

➢ 現在、すべての市町村がシステム受発注に切り替え。

牛乳製造業（神奈川県）
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４．さまざまな組合取組み事例④（異業種連携）

SAGA COLLECTIVE協同組合（佐賀県）

➢ 2017年より有志団体として活動開始。諸富家具、有田焼、うれ
しの茶、佐賀酒、佐賀海苔などの佐賀県内で海外輸出に取り組
む事業者が業界を超えた情報交換を目的とした異業種交流会
が発端。

➢ 2021年10月、異業種連携事業を財政面および体制面から持
続可能なものとすべく、参画企業11社がいずれも出資し法人化・
組合設立。

➢ 現在、11社共通の重要課題として、カーボンニュートラルに組合
一丸となって取り組む。

➢ 気候変動が直接的に組合員の事業に悪影響を与えており、次世
代への継承に黄色信号が灯っている。そこで、組合事業として「地
球にやさしい」カーボンニュートラルに取り組んでいる。組合事務局
が各社のCO2排出量を算出して各社で削減活動を行い、残存
分は組合事務局がJクレジットを活用してカーボンオフセットしている。

（出典）
SAGA COLLECTIVE協同組合
ホームページ
https://saga-collective.com/

全国中央会
先進組合事例抄録（2024.2）
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４．さまざまな組合取組み事例⑤（組合間連携）

福島県菓子工業組合 福島県酒造協同組合

➢ 全国新酒鑑評会において金賞受賞数7年連続日本一（当時）

を成し遂げた福島県の酒蔵と、城下町が多い福島県において
地元住民を中心に長く親しまれる菓子店が連携し、新しいス
イーツを開発する「酣（たけなわ）プロジェクト」を新たに開始。
酒造業界、菓子業界における相乗効果を図る。

➢ 醸造学の専門家を招いて日本酒を使用した菓子の開発のた
めの研究会を計4回開催。日本酒入り菓子の開発に際し、そ
れぞれの組合に所属する県内の菓子店9社と酒蔵12社がペ
アを組んで商品開発、和菓子4種類、洋菓子6種類のスイー
ツが誕生。日本酒や酒粕の味を活かしたものから、隠し味とし
て使用して生地のしっとり感を狙ったものなど、様々な特徴を持
つスイーツが仕上がった。

➢ マスコミ向けに商品発表会を実施。本事業をより効果的に宣
伝するべく、プロジェクトのロゴやノベルティ等を製作し、プロジェ
クトのねらいや各商品をプレゼンテーションすることで、メディア出
演や合同販売会の実現等の効果が見られた。

（出典）
経営力再構築伴走支援プラットフォーム
（2023.10）
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４．さまざまな組合取組み事例⑥

大曲の花火協同組合（秋田県）

➢ 世界最高峰と称されるカナダ・モントリオール国際花火競技会に出場し、
これまで培ってきた「大曲の花火」の技術を世界に紹介することで、「大
曲の花火」ブランドを国際的に認知させることを目指す。

➢ 「大曲の花火」は地域観光資源だけではなく地域産業としても根付いて
おり、当組合は、花火の製造や打ち上げ組織として参画している。

➢ カナダ・モントリオール国際花火競技会へのエントリーについても、当組合
が打ち上げの委託を受けた。8月末には地元で恒例の「全国花火競技
大会」が開催されるため、今回エントリーしたカナダ・モントリオール国際
花火競技会には7月のトップバッターとして出場した。出場する以上、目
指すは「世界一」の称号である。観客のほぼ全員が外国人のなか、どの
ように展開できれば感動を与えられるのか、組合員で何度も協議・検討
を重ねた。また打ち上げ構成については、組合員企業それぞれが持つ
個性や特技が十分に発揮できるように作り上げた。結果はBronze 
Jupiter（銅賞）とSpecial Jupiter（特別賞）を受賞。組合として、
初めて国際的権威のある花火大会に出場したことで、組合員企業の
個々の自信につながっている。

（出典）全国中央会
先進組合事例抄録（2025.2）
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５．組合における価格転嫁の取組み①（共同事業における取組み）

（出典）福島県 価格転嫁の円滑化に向けた代表者会議（令和6年12月23日開催）
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011a/kakakutenkadaihyosya.html
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５．組合における価格転嫁の取組み②（団体協約制度）

事業協同組合等における「団体協約」の交渉権・締結権は、中小企業等協同組合法に基づいて与えられている権利。

組合は組合員と取引関係にある事業者に対して団体協約締結の交渉の申出を行うことができ、申出を受けた取引の相手方は
誠意をもって交渉に応じるものとされており（＝交渉応諾義務）、価格交渉の有効な手段の１つとして期待されている。

組合員と取引関係にある事業者と中小企業組合が団体協約等を結ぶことによって、以下のような取引条件を決めることができる。
➢ 納入する製品やサービスの最低価格
➢ 納品に係る支払条件（支払期日、支払方法など）
➢ 納入する製品の品質、提供するサービスの最低条件
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６．組合を通じた地域産業の担い手確保①（特定地域づくり事業協同組合制度）

（出典）
総務省HP 制度説明資料

認定組合数：１３７
（令和８年１月30日時点）
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６．組合を通じた地域産業の担い手確保②（特定地域づくり事業協同組合制度）

（出典）
総務省HP 制度説明資料

組合制度の
新たなカタチ！

特定地域づくり事業協同組合の設立や持続的な運営を通じて、地域事業者の事業活動の維

持発展と地域社会の活性化を図っていくためには、設立や運営のノウハウを有する伴走支援者や

各種専門家へのつなぎ役の存在が欠かせない。

中央会指導員が制度推進役の一翼を担い、地域行政、地域に存する組合やさまざまな機関等

と連携し、組織の組成から組合設立、その後の運営課題の解決に導くためのノウハウの習得や情

報の共有等を行うことを目的として、全国中央会が開催するフォーラム。

特定地域づくり事業協同組合全国フォーラムの開催
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６．組合を通じた地域産業の担い手確保③ （特定地域づくり事業協同組合の事例）

協同組合Biz.Coop.はまだ（島根県）

➢ 地域人口の減少に伴う働き手の確保に苦慮するなか就業と音楽活動を
両立できる場を提供し、地域への音楽人材のUIターンを促進することを
目的とした特定地域づくり事業協同組合を設立。未就学児や学童を対
象にした保育等の事業所 で、音楽スキルをもった派遣職員が派遣先事
業所の職員と共に未就学児や学童の指導補助に当たり、誕生会等のイ
ベントや音楽レクリエーションでミニコンサートを開くなど、音楽を通した情操
教育を行っている。 

➢ 所属する吹奏楽団の定期演奏会や市民参加型音楽祭等への参加の他、
公民館や地域の団体等からの演奏依頼も増えており、地域との関係が
深まっていると共に地域音楽文化の振興･発展に寄与している。今後は
保育関係以外の業務拡大も視野に入れ、若手音楽人材の確保･育成
に力を注いでいく。

➢ 音楽人材の募集に当たり、派遣職員が生活のための経済基盤を確保で
きるとともに、勤務時間外や休日に楽器演奏の練習に打ち込める環境を
整備し、音楽演奏家としての自己実現を両立するための仕組みが構築
されたことで、目標を上回る音楽人材の確保と家族を含めた移住効果
が生まれている。

（出典）
協同組合Biz.Coop.はまだホームページ
https://biz-hamada.com/

全国中央会
先進組合事例抄録（2023.2）
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７．小規模事業者連携促進事業

連携することによって課題解決や経営資源の補完ができる可能性のある小規模事業者のグループを発掘し、連携組織の形成や

共同事業の企画・立案を能動的に支援、小規模事業者の連携・組織化の一層の促進を図る。都道府県中央会において実施。

（１）連携推進員の設置、連携可能性調査の実施
行政や支援機関等の協力を得て、連携により課題解決等を図ることが可
能と考えられる小規模事業者の発掘、連携可能性等について情報収集や
実態調査。
（２）情報交換交流会の開催、普及啓発の実施
発掘した連携可能性がある小規模事業者を対象に、連携・組織化の有効
事例、組合等の制度や支援策等に関する情報提供及び小規模事業者同
士の意見交換等を行う交流会を開催。連携・組織化に関する小規模事業
者の意識改革、気付きの醸成を図るとともに、参加者の交流を通じたマッチ
ングの促進にも繋がるよう配意。
（３）組織化検討会の開催
小規模事業者の連携・組織化の具体化を図るため、当該グループの解決
したい課題の抽出、共同事業の企画・立案、共同化の有効性の確認、連
携・組織化に向けた事業計画の策定等に関して個別グループごとに支援。
支援に当たっては、中央会指導員の支援と併せ、必要に応じて、専門家を
活用した支援も行う。
（４）成果分析及び普及への協力
本事業の成果を普及するために行う小規模事業者の連携・組織化の先進
事例、支援手法等についての調査に協力するとともに、支援における工夫や
課題について検討する成果分析連絡会へ出席。
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８．連携して対応する際の主な課題・ポイント①（主に組織形成時）

➢ リーダー・キーパーソンの存在（ビジョンの提示・強いコミットメント・調整）
・複数の事業者で構成する以上、それぞれに固有の考え方があって、様々な見解が出てくる。
多様な視点であるが、統一性を損なう面も。連携の目的やストーリーに関する明確なビジョンと説明が必要。
・連携のプロセスで想定外の困難が生じることも。それを乗り越える強い意志と考えを伝播させる力が必要。

➢ 行動の指針の必要性
互いに助け合い、協調して環境を改善すること、競争と協調の両面の作用を通じて、成長・発展につなげていくことへの理解。
共通の利益の増進、共通の不利益の解消のために集団で行動する、その組織と行動の指針が必要。

➢ 主体的な組織化・自主的な組織形成に対する理解
構成事業者それぞれが意見を出し合い、取りまとめ、事業を企画・立案して、積極的に参加することへの理解が必要。
（上下関係の組織化ではないことへの理解。）
中小企業組合であれば、「中小企業の、中小企業による、中小企業のための組織」であることを意識。
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８．連携して対応する際の主な課題・ポイント②（主に組織形成後）

➢ 多様なニーズへの対応
構成事業者の中で共通の課題や認識をもつグループに応じた、きめ細かい事業活動が必要になることも。
連携組織の活性化のため、必要に応じて、小集団の活動を取り入れることを視野に入れる。

➢ 事業者間の「差」への配慮
構成事業者には、収益や企業規模等だけでなく、製品開発力、販路拡大能力、経営者の属性や経営姿勢など、
さまざまな「差」がある。共同で事業を推進していくためには、この「差」に対する配慮が必要。

➢ 便益と負担の分担設計
連携に参加する事業者は、その参加によって何らかのメリットが生じることを期待。「便益＜負担」だとモチベーションが低下、
途中離脱の可能性もあるため、連携に必要な負担の分担設計は重要。一方で、「目に見えない便益」や「損得抜きの志」も。

➢ 事業承継者の育成・若手の役割重視
構成事業者の事業承継を円滑に行うため、連携組織として、その取組みについても検討を行う必要がある。
連携組織の業務や管理に精通した人材も育成する必要があり、年代構成が幅広い場合には、若手の役割を重視する必要。
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